
離
婚
を
考
え
る
方

や
離
婚
し
た
方
か
ら
、

「
離
婚
し
た
ら
相
手

の
年
金
の
半
分
が
も

ら
え
る
、
と
聞
い
た
。

い
く
ら
ぐ
ら
い
も
ら

え
る
の
か
。
」
と
相

談
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

年
金
の
分
割
の
こ

と
を
、
配
偶
者
が
受

け
取
る
“
年
金
の
金

額
を
分
け
る
”
と
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
方
が

多
い
よ
う
で
す
。

実
際
に
は
、
金
額

を
分
け
る
の
で
は
な

く
、
次
の
①
に
当
て

は
ま
る
標
準
報
酬
月

額
（
参
考
一
）
と
標

準
賞
与
額
（
参
考
二
）
の
記
録

（
年
金
受
給
額
を
決
め
る
基
に
な

る
部
分
）
を
②
と
③
に
当
て
は
め

て
分
け
て
い
ま
す
。

①

年
金
の
分
割
が
で
き
る
の
は
、

配
偶
者
が
厚
生
年
金
保
険
ま
た
は

共
済
年
金
（
以
下
、
被
用
者
年
金

制
度
と
表
示
し
ま
す
。
）
に
加
入

し
て
い
る
期
間
の
う
ち
の
婚
姻
期

間
の
み
で
、
独
身
期
間
は
含
ま
れ

な
い

②

①
の
期
間
の
う
ち
夫
婦
と
も

厚
生
年
金
保
険
ま
た
は
共
済
年
金

に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
お
互

い
の
加
入
期
間
中
の
標
準
報
酬
月

額
や
標
準
賞
与
額
を
足
し
て
分
割

す
る

③

年
金
の
分
割
を
す
る
た
め
に
、

按
分
割
合
（
参
考
三
）
を
定
め
て

お
くな

お
、
加
入
期
間
月
数
を
分
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
年

金
の
分
割
を
し
て
も
年
金
加
入
期

間
は
増
減
し
ま
せ
ん
。

年
金
の
分
割
方
法
に
は
、
二
種

類
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
『
合
意
分
割
』
と
い
う

方
法
で
、
分
割
の
按
分
割
合
を
話

し
合
い
で
合
意
す
る
か
、
合
意
で

き
な
け
れ
ば
家
庭
裁
判
所
の
調
停

や
審
判

（
離
婚
訴
訟
の
場
合
も
あ

り
ま
す
。
）
で
決
定
し
て
分
割
手

続
き
を
す
る
方
法
で
す
。

た
だ
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一

日
以
後
に
離
婚
あ
る
い
は
事
実
婚

を
解
消
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と

な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
『
三
号
分
割
』
と

い
う
方
法
で
、
平
成
二
十
年
四
月

一
日
以
後
に
国
民
年
金
第
三
号
被

保
険
者
期
間
の
あ
る
方
が
、
相
手

の
合
意
な
し
に
分
割
手
続
き
で
き

る
方
法
で
す
。

た
だ
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一

日
以
後
の
国
民
年
金
第
3
号
被
保

険
者
期
間
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十

年
五
月
一
日
以
後
に
離
婚
あ
る
い

は
事
実
婚
を
解
消
し
て
い
る
こ
と

が
前
提
と
な
り
ま
す
。

次
回
は
、
年
金
の
分
割
対
象
者

等
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
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金
額
の

分
割
で
は
な
い

分
割
方
法
は
二
種
類

離
婚
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
と
き
に
、
財
産
分
与

と
と
も
に
年
金
も
分
割
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

離
婚
に
よ
る
年
金
の
分
割
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た

し
ま
す
。

≪各事業所のニーズに応じてお選びいただけます。≫

給与計算には欠かせない入

退社手続き等の関連手続き

もサポートいたします。

給与計算と各種手続きや労

務相談・指導などトータル

サポートいたします。

給与計算代行 給与計算代行 + 社会保険関係手 給与計算代行 + 顧問契約

お申込み・お問い合わせは、藤田社会保険労務士事務所までご連絡ください。

毎月の給与や賞与の計算と

付帯業務についてサポート

いたします。

（
参
考
一
）

標
準
報
酬
月
額
と
は

毎
月
の
給
与
額
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
社
会
保
険
料
は
、
毎
月

の
給
与
総
支
給
額
を
基
に
計
算

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら

か
じ
め
一
定
の
幅
で
給
与
額

（
報
酬
月
額
）
を
区
切
り
、
そ

の
区
切
り
ご
と
を
一
等
級
と
し

て
区
分
し
た
も
の
を
使
っ
て
計

算
し
て
い
ま
す
。

健
康
保
険
で
は
月
額
五
万
八

千
円
か
ら
百
三
十
九
万
円
ま
で

の
五
十
等
級
に
区
分
し
、
厚
生

年
金
保
険
で
は
月
額
八
万
八
千

円
か
ら
六
十
二
万
円
ま
で
の
三

十
一
等
級
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

こ
の
区
分
を
「
標
準
報
酬
」

と
い
い
、
「
標
準
報
酬
」
に
給

与
額
（
報
酬
月
額
）
を
当
て
は

め
た
も
の
を
「
標
準
報
酬
月
額
」

と
い
い
ま
す
。

（
参
考
二
）

標
準
賞
与
額
と
は

賞
与
（
ボ
ー
ナ
ス
・
一
時
金
）

額
の
千
円
未
満
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
も
の
を
「
標
準
賞
与
額
」

と
い
い
ま
す
。

（
参
考
三
）

按
分
割
合
と
は

夫
と
妻
の
標
準
報
酬
の
記
録

（
年
金
支
給
額
を
決
め
る
基
）

を
分
け
る
割
合
の
こ
と
で
、
下

限
と
上
限
が
表
示
さ
れ
ま
す
。



平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら

社
会
保
険
の
被
保
険
者
資
格
取
得

の
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た
。

従
来
の
資
格
取
得
の
基
準
は
、

昭
和
五
十
五
年
六
月
六
日
に
当
時

の
厚
生
省
保
険
局
保
険
課
長
、
社

会
保
険
庁
医
療
保
険
部
健
康
保
険

課
長
、
社
会
保
険
庁
年
金
保
険
部

厚
生
年
金
保
険
課
長
の
連
名
で
都

道
府
県
民
生
主
管
部
（
局
）
保
険

課
（
部
）
長
宛
に
内
か
ん
と
し
て

出
さ
れ
た
も
の
で
す
。

今
回
の
短
時
間
労
働
者
に
対
す

る
適
用
拡
大
に
あ
わ
せ
て
、
資
格

取
得
の
基
準
を
厚
生
年
金
保
険
法

第
十
二
条
に
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

（
適
用
除
外
）

第
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
九
条
及

び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保

険
者
と
し
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

五

、
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
一
週
間
の
所
定
労

働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用

さ
れ
る
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管

理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
通
常
の
労
働
者

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
通
常

の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
一
週

間
の
所
定
労
働
時
間
の
四
分
の
三

未
満
で
あ
る
同
条
に
規
定
す
る
短

時
間
労
働
者
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
。
）

又
は
そ
の
一
月
間
の
所
定
労
働
日

数
が
同
一
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ

る
通
常
の
労
働
者
の
一
月
間
の
所

定
労
働
日
数
の
四
分
の
三
未
満
で

あ
る
短
時
間
労
働
者
に
該
当
し
、

か
つ
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

（
略
）

従
来
の
取
り
扱
い
は
、
『
一
日

ま
た
は
一
週
の
所
定
労
働
時
間
お

よ
び
一
月
の
所
定
労
働
日
数
が
常

時
雇
用
者
の
お
お
む
ね
四
分
の
三

以
上
』
『
こ
の
基
準
に
該
当
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
就
労
形
態
や

勤
務
内
容
等
か
ら
常
用
的
使
用
関

係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

被
保
険
者
と
な
る
』
と
し
て
い
ま

し
た
。

今
回
の
変
更
に
よ
り
、
『
一
週

の
所
定
労
働
時
間
お
よ
び
一
月
の

所
定
労
働
日
数
が
常
時
雇
用
者
の

四
分
の
三
以
上
』
と
な
り
、
基
準

に
該
当
し
な
い
場
合
の
対
応
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、
平
成
二
十
八
年
九
月

三
十
日
以
前
か
ら
す
で
に
被
保
険

者
の
場
合
は
、
平
成
二
十
八
年
十

月
一
日
以
降
も
引
き
続
き
被
保
険

者
と
な
り
ま
す
。

一
日
～
七
日

○
全
国
労
働
衛
生
週
間
実
施
期
間

十
一
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
七
月
～
九
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

二
期
分
）
【
口
座
振
替
を
利
用
し

な
い
場
合
】
［
郵
便
局
又
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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九
月
下
旬
か
ら
の
連
日
の
蒸
し

暑
さ
に
、
夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

十
月
に
入
り
、
少
し
は
秋
を
感

じ
さ
せ
る
風
が
吹
く
か
と
期
待
し

て
い
ま
し
た
が
、
本
日
は
台
風
に

よ
る
強
い
風
が
吹
い
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

十
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

厚
生
年
金
保
険
法
第
十
二
条

九
月
二
十
六
日
に
第
一
九
二
回

臨
時
国
会
が
開
幕
し
ま
し
た
（
会

期
末
十
一
月
三
十
日
）
。

労
働
関
連
で
は
、
次
の
法
案
が

先
の
国
会
か
ら
継
続
審
議
し
て
い

ま
す
。

［
継
続
審
議
］

・
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な

実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護

に
関
す
る
法
律
案

・
労
働
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

・
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性

の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

ま
た
、
年
金
受
給
資
格
期
間
の

短
縮
（
二
十
五
年
→
十
年
）
を
平

成
二
十
九
年
度
中
に
実
施
す
る
た

め
の
年
金
機
能
強
化
法
改
正
案
が

新
た
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

［
九
月
二
十
六
日
提
出
］

・
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及

び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た

め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

な
お
、
こ
れ
か
ら
国
会
で
審
議

中
の
平
成
二
十
八
年
度
第
二
次
補

正
予
算
に
よ
る
措
置
と
し
て
、
八

つ
の
助
成
金
制
度
改
正
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。


